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記号
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ｂ 人

ｃ 3 人

ｄ 人

ｅ 2 人

ｆ 人

5 人

　　　　　豊見城市　　　　　　　　　　　令和７年度　給与支払報告書（総括表・個人別明細書）の提出について

沖
縄
県
豊
見
城
市
　
提
出
用

令和 7 年度　給与支払報告書（総括表）
指　定　番　号

20123456
令和 7 年 1 月 16 日提出

給 与 の 支 払 期 間 令和　6年　1月から　12月分まで

給 与 支 払 者 の
個人番号又は法人番号 2

フ リ ガ ナ トミグスク

事 業 種 目

給 与 支 払 者 の
氏 名 又 は 名 称  株式会社　とみぐすく

受 給 者
総 人 員

52　　　人

所 得 税 の 源 泉 徴 収
を し て い る 事 業 所
又 は 事 業 の 名 称

報

告

人

員

特 別 徴 収 対 象 者 30　　　人

フ リ ガ ナ オキナワケントミグスクシギボ 普 通 徴 収 対 象 者
（ 退 職 者 ）

3　　　人

同 上 の 所 在 地
 〒901-0292
 沖縄県豊見城市
　　　　宜保一丁目1番地1

普 通 徴 収 対 象 者
（退職者を除く）

2　　　人

給 与 支 払 者 が
法 人 で あ る 場 合
の 代 表 者 の 氏 名

 代表取締役　豊見城　太郎
報 告 人 員 の 合 計 35　　　人

所 轄
税 務 署 名

　那覇　税務署

連 絡 者 の 氏 名 、
所 属 課 、 係 名
及 び 電 話 番 号

　総務課　給与係
　氏名　豊見城　次郎
　（電話　098-850-0245）

常時２人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事業所

給 与 の 支 払 方 法
及 び そ の 期 日

毎月21日

関 与 税 理 士 の 氏 名
及 び 電 話 番 号

　豊見城会計事務所
　氏名　豊見城　花子
　（電話　098-850-0024）

納 入 書 の 送 付 必要 ・ 不要

今回の提出分の中に、前職分を含んでいるものがありますか。

　　　　　　（　　ある　　・　　ない　　）

普通徴収切替申請書

普通徴収とする理由 人数

給与の支給期間が1月を超える者（給与の支払いが不定期な場合を含む）

退職者又は休職者（5月31日までに予定しているものを含む）

給与額が少なく税額が引けない者

他の事業所で特別徴収される者（乙欄適用者）

事業専従者（青色申告者の専従者は除く）

合　計　人　数

平素より、本市の税務行政にご協力いただき、心より感謝申し上げます。
さて、地方税法第317条の6第1項（給与支払報告書の提出義務）により下記及び裏面を参考に給与支払報告書を作成のうえ、令和７年１月３１日（金）までにご提出いただきま

すようお願いいたします。

☆令和6年度から特別徴収税額通知の受取方法が変わりました！

（１）特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子データ（正本）での受取が始まります。

納税義務者用の通知を、①紙（正本）を郵送で受け取る、②電子データ（正本）をeLTAXで受け
取る、いずれかを選択できるようになります。

※電子データでの受取のためには、従業員に電子的に配布するための体制が必要です。

（２）特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の電子データ（副本）が廃止されます

特別徴収義務者用の通知は、「紙（正本）＋電子データ（副本）」での受取ができなくなり、「電
子データ（正本）」または「紙（正本）」どちらかでの受取になります。

詳しくは、eLTAXホームページの

特徴税通（納税義務者用）特設ページをご覧ください。

記

入

例

1人

「ある」の場合は、該当者の

給与支払報告書（個人別明

細書）の摘要欄に、前職分

給与の内容、支払者名を必

ず記入してください。

該当者の給与支払報告書

（個人別明細書）の摘要欄

にも、記号【a～f】を記入し

てください。

また、総括表に記入した人

数との整合性を確認してく

ださい。

裏

面

1. 給与支払報告書（個人別明細書）を紙で作成し提出する場合は、「市町村提出用」を正本１部のみ提
出してください。（豊見城市では「副本」の提出は不要です。）

2. 「総括表」は、同封の様式を使用してください（eLTAX（電子申告）を利用する場合を除く）。別の様式
を使用する場合は、豊見城市の特別徴収義務者指定番号を必ず記入してください。

3. 提出の対象者は、令和７年１月１日現在、豊見城市に住所のある方で令和６年中に給与等の支払を
受けた全ての方です。正社員・アルバイト等の就労形態、支払金額の多少、個人で確定申告をする
かどうかにかかわらず全て提出してください。

4. 給与の支払金額が30万円以下の退職者でも適正課税の観点から提出にご協力ください。

5. 追加・訂正で再提出する場合は、総括表を豊見城市ホームページから印刷するか、税務署の総括表
を使用してください。その際、特別徴収義務者指定番号を必ず記入してください。また、訂正分の場
合は個人別明細書の摘要欄に“訂正分”と朱書きしてください。

6. 提出後に転勤・退職等があった場合は、異動のあった月の翌月10日までに「給与所得者異動届出
書」を提出してください。

7. 個人別明細書の作成にあたっては、裏面記入例のほか、国税庁ホームページの年末調整関連情報
もご参考ください。

○ 給与支払報告書提出時のお願い

○ 総括表の記入について

1. 印字された所在地・名称等に変更がある場合は、総括表に変更箇所を朱書き訂正してください。

2. 「受給者総人員」の欄には、令和７年１月１日現在において給与の支払を受けている事業所全体の総人
員を記入します。

3. 「報告人員」の欄には、豊見城市に給与支払報告書（個人別明細書）を提出する人数を記入します。

4. 「連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号」（税理士が作成する場合は「関与税理士の氏名及び電
話番号」）の記入も忘れずにお願いします。

5. 平成29年度から、特別徴収義務者の法人番号または個人番号（マイナンバー）の記入が必要となって
おります。

6. 裏面も記入いただき、キリトリ線から切り離し、①「総括表」、②「個人別明細書（特別徴収分）」、③「個
人別明細書（普通徴収分）」の順で並べて提出してください。

※郵送の際には宛名の後に「給報在中」と記入をお願いします。



・住宅借入金等特別控除適用数
　控除の適用がある場合は、当該控除の適用数を記入してください。
・住宅借入金等特別控除可能額
　控除額が算出所得税額を超えるため控除しきれない控除額がある場合に、元となる住借控除額を記入して
ください。
・居住開始年月日（1回目、2回目）
　居住開始年月日は、和暦で年、月、日を分けて記入してください。
・住宅借入金等特別控除区分（1回目、2回目）
　適用を受けている控除の区分ごとに、「住・認・増・震」を記入してください。また、当該控除の対象が特定取
得に該当する場合は、後ろに「(特)」を記入してください。
・住宅借入金等年末残高（1回目、2回目）
　2以上の控除の適用がある場合又は特定増改築等に該当する場合には、その住宅の取得等ごとに、「住宅
借入金等年末残高」を記入してください。

住宅借入金等
特別控除の額

の内訳
⑦

③
（源泉）控除対
象配偶者の

有無等

　控除対象配偶者がいる場合に「有」欄に〇印を付し、配偶者が昭和30年1月1日以前生まれの場合は「老人」
欄にも〇印を付してください。（配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合は〇印を付さないでください）

　※ 　※　種　別 　※　整 理 番 号  ※

④
配偶者（特別）

控除の額

　「給与所得者の配偶者控除等申告書」から計算された配偶者控除額又は配偶者特別控除額を記入してくだ
さい。併せて、⑧欄に配偶者の合計所得額を記入し、⑨欄に（源泉・特別）控除対象配偶者の氏名と個人番号
を記入してください。
（※受給者本人の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除は適用不可です）

7
支　払

を受け

る　者

住
　
所

※区分 (受給者番号)

豊見城市字豊見城△△番地
（那覇市泉崎●●番地）

(個人番号) 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

給
与
支
払
報
告
書

(

個
人
別
明
細
書

)

(役職名）

氏
名

(フリガナ)          トミグスク　 　タロウ

936,700
16歳未満
扶養親族

の数

障害者の数
（本人を除く。）

非居住者
である
親族の数

控 除 の 額

⑤

（源　泉）控除対象配偶者

　の有無等

配偶者（特別）
控除対象扶養親族の数
（配偶者を除く。）

非居住者である
親族の数

　配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族の中
に、非居住者（国内に住所を有しない者）がいる場合には、その人数を記入してください。豊見城　太郎

種      別 支  払  金  額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源 泉 徴 収 税 額

⑥
住宅借入金等
特別控除の額

　住宅借入金等特別控除の額を記入してください。当該控除額が算出所得税額を超える場合には、算出所得
税額を限度に記入します。給与・賞与

内 千 円 千 円 千 円 内 千 円

14,400,000 12,300,000 3,350,000

支

　5人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族のマイナンバーを記入してください。この場合、マ
イナンバーの前には「（摘要）」欄において氏名の前に記入した括弧書きの数字を付し、「（摘要）」欄に記入し
た氏名との対応関係が分かるようにしてください。

5人目以降の控除対象
扶養親族又は16歳未満
の扶養親族の個人番号

⑫

　支払者が法人の場合は法人番号を記入、個人事業主の場合はマイナンバーを右詰で記入してください。
支払者の個人番号
または法人番号⑬

　控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額（※収入金額ではありません）を
記入してください。

配偶者の
合計所得

⑧

　扶養控除の対象となる扶養親族の氏名、フリガナ及びマイナンバーを記入してください（マイナンバーが不明
等の場合は摘要欄に対象者の氏名・生年月日・住所を追記してください）。　また、当該扶養親族が非居住者
である場合には、区分の欄に対応する０１～０４の数字を記入してください。

控除対象
扶養親族

⑩

　16 歳未満の扶養親族の氏名、フリガナ及びマイナンバーを記入してください（マイナンバーが不明等の場合
は摘要欄に対象者の氏名・生年月日・住所を追記してください）。　また、当該扶養親族が非居住者である場
合には、区分の欄に○を付してください（控除対象配偶者の場合も同様）。

16 歳未満の
扶養親族

⑪

　令和7年度市・県民税を特別徴収できない場合は、「普通徴収切替申請書」の普通徴収とする理由に該当す
る記号（ａ～ｆ）を記入してください。記号が記入されていない場合は特別徴収となります。

　中途就職者で、前職場給与等を通算して年末調整を行った場合には、前職分の給与支払金額・社会保険
料・源泉徴収税額、前職場の名称・退職年月日を記入してください。

　控除対象配偶者及び扶養親族のマイナンバー記入は必須ですが、マイナンバーが不明等の理由でどうして
も記入ができない場合は、その対象者の氏名、生年月日、住所を記入してください。（例　「豊見城一郎、昭和
〇〇年〇月〇日、〇〇県〇〇市〇〇番地」）

　障害者、特別障害者、同居特別障害者に該当する配偶者控除対象者及び扶養控除対象者を有する場合に
は、その対象者の氏名及び該当する控除を記入してください。（例　「豊見城一郎（同居特別障害）」）

　年末調整をした給与等の令和6年分所得税の定額減税について、実際に控除した年調減税額、年調減税額
のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額、非控除対象配偶者減税の有無を記入してください。
　
　　　　　　　※令和6年分所得税の定額減税について詳しくは、国税庁ホームページ掲載の
　　　　　　　『給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分源泉所得税の定額減税のしかた』を
　　　　　　　ご覧ください。

摘要⑭

・住宅借入金等特別控除適用数
　控除の適用がある場合は、当該控除の適用数を記入してください。
・住宅借入金等特別控除可能額
　控除額が算出所得税額を超えるため控除しきれない控除額がある場合に、元となる住借控除額を記入して
ください。
・居住開始年月日（1回目、2回目）
　居住開始年月日は、和暦で年、月、日を分けて記入してください。
・住宅借入金等特別控除区分（1回目、2回目）
　適用を受けている控除の区分ごとに、「住・認・増・震」を記入してください。また、当該控除の対象が特定取
得に該当する場合は、後ろに「(特)」を記入してください。
・住宅借入金等年末残高（1回目、2回目）
　2以上の控除の適用がある場合又は特定増改築等に該当する場合には、その住宅の取得等ごとに、「住宅
借入金等年末残高」を記入してください。

住宅借入金等
特別控除の額

の内訳
⑦

給
与
支
払
報
告
書

(

個
人
別
明
細
書

)

有 従有

16歳未満
扶養親族

の数

非居住者
である
親族の数

控 除 の 額
特　定 老   人

　の有無等
老人 その他 特　 別 その他

人 内 人 人 人

1

千 円 千 円

従人 内 人 従人 人 従人千 円 人

205,000

1 1
社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額

1 3 4

(摘要)

ｄ

生 命 保 険 料

の 金 額 の 内 訳

新生命保険料

の金額 82,500 円 旧生命保険料

の金額

内 千 円 千 円

260,000 90,000

円 旧個人年金

保険料の金額 123,000 円

住宅借入金

等特別控除

の額の内訳

住 宅 借 入 金 等

特 別 控 除 適 用 数 1
居住開始年月

日（ 1回 目） 27 年

円 介護医療費

保険料の金額
円 新個人年金

保険料の金額

住 宅 借 入 金 等

年末残高（1回目）
円

住 宅 借 入 金 等

特 別 控 除 可 能 額
円 居住開始年月

日（ 2回 目）
年

6 月 20 日 住宅借入金等特別

控除区分（1回目）
住（特）

円

（源泉・特別）

控除対象

配偶者

(フリガナ) トミグスク　ハナコ 区
分 配 偶 者 の

合 計 所 得

円 国民年金保険

料等の金額

月 日 住宅借入金等特別

控除区分（2回目）

住 宅 借 入 金 等

年末残高（2回目）

円 旧長期損害

保険料の金額

円

氏名 豊見城　花子

個人番号 2 2 2 所得金額

調整控除額
円

控
除
対
象
扶
養
親
族

1

(フリガナ) トミグスク　ハルオ 区
分

2 2 2 基礎控除の額 480,000
円2 2 2 2 2 2

5人目以降の控除対象扶

養親族の個人番号氏名 豊見城　春男 氏名 豊見城　四郎

1
6
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1

(フリガナ) トミグスク　シロウ 区
分

3 個人番号 7 7 7 7

2

(フリガナ) トミグスク　アキコ

7 7

氏名

2 1 2 1

3 3 3 3 3 3個人番号

2

(フリガナ) トミグスク　ナツコ 区
分氏名

3 3 3 3 3

豊見城　夏子

4 4 4 4 4

7 7
（1）
101010101010区

分

8

7 7 7 7

8 8 8 8 8

豊見城　秋子

8 88個人番号 4 4 4 4

5 5

4 84

3

(フリガナ)

4 個人番号 8 8

5 55

4

(フリガナ)

6 6 6 6

5 5 5

豊見城　二郎

3

(フリガナ) トミグスク　イチロウ 区
分

9 9

5人目以降の16歳未満の扶

養親族の個人番号氏名 豊見城　一郎 氏名 豊見城　冬子

9 9 9 9 9 95 個人番号 9 9 9 95 5個人番号 5

氏名 豊見城　五郎

6 6 6 6 2 1 2 1 2

トミグスク　ゴロウ 区
分

トミグスク　フユコ 区
分

受 給 者 生 年 月 日
特

別

そ

の

他
就職 退職 年 月 日 元号 年

本人が障害者 寡

婦

ひ

と

り

親

勤

労

学

生

外

国

人

死

亡

退

職

中 途 就 ・ 退 職

氏名又は名称 株式会社　とみぐすく
（電話） 098-850-0245

9 8 7 ＜右詰で記入してください。＞

住所(居所)

又は所在地 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1

5 4 3 2 1 0個人番号又は

法人番号 9 8 7

災

害

者

②
支払
金額

　令和６年中に支払った給与等の金額を記入してください。中途就職者で前職分の支払金額
も含めて年末調整をした場合は、前職分の金額も合算して記入してください。

昭和 36 2 2

支
 
払
 
者

○ 6 4 1

6

(

市
町
村
提
出
用

)

氏名

個人番号

　　豊見城春男（普障）
　（1）豊見城三郎

前職：有限会社〇〇〇〇 令和6年3月31日退職
支払金額800,000円,社会保険料55,000円,源泉税額8,000円

源泉徴収時所得税減税控除済額　300,000円
控除外額　0円　非控除対象配偶者減税有

①
支払を
受ける

者

・住所　令和７年１月１日現在（中途退職者は退職時）の住所を記入してください。
※１月１日の実際の住所が住民登録のある住所と異なる場合は、実際の住所の下に（ ）書き
で住民登録地の住所の記入もお願いします。
・個人番号　受給者のマイナンバーを記入してください。

月 日

未

成

年

者

乙

欄

6 6 個人番号 1

トミグスク　ジロウ 区
分

01
4

(フリガナ)

2 16 6

①

②

③

⑤

⑦

⑧

⑩ ⑪

⑫

⑫

⑬

⑭

＜各種扶養控除 確認欄＞

1 特定扶養親族 平成14年1月2日～平成18年1月1日生まれの扶養親族（19歳～22歳）

2 老人扶養親族 昭和30年1月1日以前生まれの扶養親族（70歳以上）

3 年少扶養親族 平成21年1月2日以降生まれの扶養親族（16歳未満） 4 その他の扶養親族 配偶者・特定扶養及び老人扶養及び年少扶養以外の扶養親族（16歳～18歳、23歳～69歳）

給与支払報告書（個人別明細書） 記入例

④

⑥

⑨


